
 

 

札幌市街路灯撤去費補助金交付要綱 
 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、街路灯の老朽化対策を推進するため、街路灯を撤去する

団体又は個人に対して補助金を交付することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、札幌市街路灯補助金交付規

則（昭和34年６月15日規則第31号。以下「規則」という。）第２条に定める

ところによる。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、市内において街路灯を撤去した者（以下「撤去者」という。）

に対し、予算の範囲内でその撤去工事に要した経費（以下「撤去費」とい

う。）の一部について補助金を交付することができる。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、撤去費に３分の２を乗じた額以下とし、限度額を以下

のとおりとする。 

(1) 灯具のみを撤去する場合は、１基につき上限額を17,000円とする。 

(2) 灯柱の撤去が伴う場合は、１基につき上限額を79,000円とする。 

（交付の申請） 

第５条 撤去費に係る補助金の交付を受けようとする者は、街路灯撤去費補助

金交付申請書（様式１）に当該申請に係る工事の仕様書及び設計図を添付し

て、市長が特に認める場合を除き工事に着手する日前14日までに、市長に提

出しなければならない。 

２ 規則第５条第１項に基づく街路灯設置費補助金交付申請と併せて、前項の

申請書を提出する場合、添付書類を兼ねることができる。 

（補助金交付決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定により提出された申請書を審査し、補助金

を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、街路灯撤去費

補助金交付決定通知書（様式２）により申請者に通知する。 



（工事完了届） 

第７条 撤去者は、工事が完了したときは、工事完了後５日以内に工事完了届

（様式３）を、市長に提出しなければならない。 

（撤去費補助決定額の通知） 

第８条 市長は、前条の規定により提出された工事完了届を審査し、実地を検

査の上、補助金額を決定し、その旨を街路灯撤去費補助決定額通知書（様式

４）により撤去者に通知する。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は前条の規定による補助決定額の通知後、速やかに補助金を交付

するものとする。 

（補助金交付決定の取消し等） 

第10条 市長は、第６条に規定する補助金交付決定の通知を受けた者が、次の

各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

(1) 補助を受けることについて不正な行為があつた場合 

(2) その他補助することが不適当と認められる事実があつた場合 

２ 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該補助金の交付決定の通

知を受けた者に対してその理由を示さなければならない。 

（補助金の返還） 

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、既に補助金を交付しているときは、補助金交付を受けた者に対して補助

金の返還を求めることができる。 

（札幌市行政手続条例の適用除外） 

第12条 この要綱の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、札幌

市行政手続条例（平成７年条例第１号）第２章及び第３章の規定は、適用し

ない。 

（委任） 

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 



 

 

様式１ 

 

街路灯撤去費補助金交付申請書 

 

 札幌市街路灯撤去費補助金交付要綱第５条第１項の規定により、街路灯の撤

去に対する補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

年  月  日 

 （あて先）札幌市長 

申請者 

住所 

 

氏名（団体の場合は団体名と代表者名） 

 

 

（TEL           ） 

 

記 

 

１ 撤去基数 

 
灯具のみ       基 

 

灯柱込み       基 
 

２ 添付書類 位置図、写真、見積書 

３ 工事着手予定年月日 

 

４ 工事完了予定年月日 

 

 



様式２ 

街路灯撤去費補助金交付決定通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

札幌市長            

 

     年  月  日申請のあった街路灯撤去費補助金について札幌市街

路灯撤去費補助金交付要綱第６条の規定に基づき審査した結果、下記のとおり

補助することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助予定額 金        円也 

 補助を受けることについて不正な行為があった場合又は補助することが不適

当と認められる事実があった場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付

した補助金を返還していただくことがあります。 

 



 

 

様式３ 

工事完了届 

年  月  日 

 （あて先）札幌市長 

住所 

 

氏名（団体の場合は団体名と代表者名） 

 

 

（TEL           ） 

 

 札幌市街路灯撤去費補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおりお届け

します。 

 

記 

 

１ 完了年月日      年  月  日 

 

２ 工事場所 

 



様式４ 

街路灯撤去費補助決定額通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

札幌市長            

 

 札幌市街路灯撤去費補助金交付要綱第８条の規定に基づき下記のとおり補助

額を決定したので通知します。 

 

記 

 

補助決定額 金        円也 

 

 

 


